
令和 5 年度( )第 号

　工事名：

仕　様　書

事業主体　名張市

施行主体　名張市

道路メンテ 1

桔梗が丘橋補修工事

道路メンテナンス事業

工事名：

事業名：



設　　計　　概　　要　　書

名張市 地内

一　金 　円

（内消費税 　円）

　日間

（ 　迄）

事業量

工事の概要（摘要）

ひび割れ補修工　　L=6.5m

断面補修工　　　　V=0.009㎥

止水注入工　　　　L=8.4m

排水管塗替え工　　A=0.6㎡

仮設工　　　　　　N=1式

令和5年11月30日

施行場所 桔梗が丘1番町ほか

設計金額

橋梁補修　N=1橋

工期



施工箇所



１．仕　様

　本工事の施行は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様に

よるものとする。

　　　（１）　　名張市契約規則

　　　（２）　　三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

２．優先順位

　この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

３．総　則

　　（１）施工計画

　　　　共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1．工事内容、現場状況を充分把握し、地元及び交通障害等の支障が無いよう施工計画すること。

　 2．交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

　　（２）工事用地の使用

　　　　共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1．工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。

　 2．上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。
　

　　（３）その他

1．工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除き、昼間は午前8時30分から午後5時までを

　 基本とする（地元調整要）。

2．契約図書に添付の図面は、縮尺が図面表示と異なる場合があることから確認すること。

　 また、電子データが必要であれば申し出ること。

４．使用材料

　　（１）本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

1．使用材料については、材料確認書の総括表にまとめ、その後に材料図書を添付すること。

2．追加又は変更分は総括表に赤色にて追加記入か、もしくは別途追加分で提出すること。

　 3．生コンクリートの強度（配合）については、仕様書に記載されている水セメント比に注意すること。
　

　　（２）材料確認願い（材料検査願い）

1．使用材料については、材料確認書に基づき監督員の確認（検査）を受けること。

　　（３）その他

1．地盤改良等においてセメントを使用する場合は六価クロム溶出量低減型を使用するとともに、必要に応じ

 　監督員と協議し、溶出試験を実施すること。

５．施工および施工管理

　　（１）本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

　 1．材料及び使用機械の搬入及び搬出等については、交通障害等支障の無いよう交通整理員を適宜配置し、

 　十分注意し施工すること。

 　但し、この場合の交通誘導員等は共通仮設費に含むものとする。
　

　　（２）本工事で発生する残土及び産業廃棄物（As殻・Co殻等）は、下記により処分すること。

1．本工事で発生する残土は、名張市所有の残土処分場にて処分すること。

 　但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する。

2．本工事にて発生する残土を比奈知ダム堰堤を通行し公共残土処分場に搬出入する場合は、別に定める

　 「比奈知ダム堰堤等の通行に関する協定書」を順守すること。

　 なお、内容については名張土木協力会協同組合に「残土を伴う工事届出書」を提出の際、確認すること。

特　記　仕　様　書

　　　　１．特記仕様書　　　２．契約図書　　　３．共通仕様書



3．コンクリート殻・アスファルト殻･木屑･鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源

 　化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。

4．アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を側溝等に排水すること

　 なく排水吸引機能を有する切断機械等により回収すること。

　 また、回収泥水は産業廃棄物とし適正に処理するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を

 　監督員に提出すること。

　　（３）本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1．安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

　　（４）施工機械

　 1．本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき

 　国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

　 　 なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設

 　 機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

2．排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（三重県公共工事共通仕様書1-1-5施工計画書

 　(5)指定機械）の中で、(１)機種、(２)メーカー名、(３)形式、(４)台数等を記載するものとする。

 　また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

　 なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。

　 但し、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

　　（５）交通誘導の体制は下記によること。

A: 0 2 名 配置 （昼間作業・交代要員有）　

　　地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数が変更となる場合がある。

　　（６）その他

1．工事施行時間中の安全対策については適切な交通誘導等を行うこと。

　 また、工事施行時間外の安全対策にも十分に配慮し、昼夜問わず視認性の高い安全施設を設けることとし、

　作業区域内へ容易に立入りが出来ないように対処すること。

2．安全施設設置計画においては、監督員との協議を経て地元関係者等への説明を十分に行うこと。

3．現場周辺道路は、定期的に清掃を実施し清潔に保つこと。

６．提出書類等

　　（１）提出書類については下記の書類を提出すること。

(各1部) ①「名張市契約規則」及び「名張市工事執行規則」に定めのあるもの

　　　 ②三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」に定めのあるもの

③監督員からの指示によるもの

(各2部)　 完成写真　(着工前・完成)　　

　　（２）その他

1．提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること。その他監督員の指示によるものとする。

７．その他

1．特記仕様書・契約図書・共通仕様書に定めのない事項や変更が必要な事項については、監督員の指示

　によるものとする。　　　　　　　　　　

2．受注者は工事契約後速やかに工事図書の照査及び現地踏査を行い、その結果を監督員に報告すること。

3．工事着手前に架空線等上空施設調査を必ず実施し、監督員に報告すること。

　 また、監督員より指示がある場合は、地下埋設物においても調査・確認を行い埋設物確認調書（別表）
　を添付し、報告すること。

　 なお、試掘及び本工事において埋設物管理者との立会いを必要とする場合は監督員と協議すること。

4．本工事において下請負契約を締結する場合は、名張市内に本店等を有する者の中から選定するよう

　努めること。

5．上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

　本工事においての交通誘導員の配置は次のとおり

名、B:



本追加特記仕様書は、成果品として定められている電子納品用成果とは別に、データ保管

のために作成する電子データの作成について定めるものである。

１　通　則

　保管用データ作成については、本追加特記仕様書に基づき実施するものとし、本追加

特記仕様書等に明示なき事項、又は疑義が生じた場合には、受発注者間で協議の上これ

を定めるものとする。

２　提出部数及び収蔵媒体

（１）作成部数１部

（２）収蔵媒体はＤＶＤ-ＲまたはＣＤ-Ｒを用いるものとするが、発注者との協議により

　　　了承を得た場合はこの限りではない。

（３）提出する収蔵媒体は、最新のバージョンによるウイルスチェックを実施し、脅威が

　　　検出されていない旨を発注者に報告しなければならない。

３　橋梁新設・修繕工事にかかると保管用データの作成（参考資料参照）

（１）橋梁新設・修繕工事に関する保管用データは、別途「橋梁新設・修繕工事にかかる

　　　保管用データ格納フォルダー構成」に示す構成により取りまとめ、格納しなければ

　　　ならない。

（２）報告書フォルダーには、別途示す「業務対象橋梁一覧表」を作成し、格納しなけれ

　　　ばならない。

（３）各橋梁毎に、竣工図面及び工事写真を仕分けして格納しなければならない。このと

　　　き、ファイルの形式（JPEG、PDF、p21など）については、特に指定はなく、関連す

　　　るデータを格納する。その他記載のないものについては、発注者と協議のうえ指示

　　　を得なければならない。

（４）成果品については、発注者より提供されるチェックシステムを用いてチェックを行

　　　ない、エラーの無いように修正しなければならない。

保管用データ作成にかかる追加特記仕様書

（橋梁新設・修繕工事用）



（５）チェックシステムにおける警告事案に関しては、警告内容を発注者に紙面にて報告

　　　し、協議のうえ指示を得るものとする。

（６）本追加特記仕様書に示す仕様と異なるもので提出された場合、発注者より補修の要

　　　請があった場合は、その仕様に合致するよう受注者の責により補修しなければなら

　　　ない。

【参考資料】

１．橋梁新設・修繕設計にかかる保管用データ格納フォルダー構成について

２．業務対象橋梁一覧について

【参考資料】

１．「橋梁新設・修繕工事にかかる保管用データ格納フォルダー構成」について



２．報告書フォルダーに組み込む「業務対象橋梁一覧」について

※エクセルシートを用い、一行目A列に橋梁番号、B列に分割番号、C列に路線名、D列に

　橋梁名のタイトルを入力し、二行目からそれぞれ該当情報を入力したものを格納する。



工事数量総括表

式

構造物

桔梗が丘橋補修工事

名張市

　　　低圧注入工法

当初

        1

　　　

1構造物当り補修延べ延長25m未満;材

橋梁保全工事

　　　

式

式

構造物

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

工事数量総括表

　　ひび割れ補修工

工事名

料種類エポキシ樹脂Ⅰ種

        1

　　　止水注入工法

式

　

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　

        1

        1

橋梁保全工事

        1

        1

　　　 材料種類ポリマーセメントモルタル;

　　断面修復工

　橋梁補修工

- 1 -

　　　左官工法

摘要

m3

　　

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

　　　

505-208c020-00117-11(0)

事業区分

前回数量

        0.009

        8.4

　　　殻積込・運搬・処分



直接工事費

桔梗が丘橋補修工事

名張市

当初

　　　仮設足場

        1

　　　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　交通管理工

工事名

　　　排水管塗装

       81

　

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量
　　排水管補修工

　仮設工

- 2 -

        1

　　足場工

橋梁保全工事

        1

掛m3

        1

　　　

式　　

　　　

　　　交通誘導警備員
式

m2
        0.6

　　

摘要

　　

505-208c020-00117-11(0)

事業区分

前回数量

式



式

桔梗が丘橋補修工事

名張市

当初

式

純工事費

        1

工事原価

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

共通仮設費

- 3 -

工事価格

工事数量総括表

工事名

        1

        1

式

　

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

　一般管理費等

        1

        1

消費税相当額

        1

　共通仮設費（率計上）

式
　現場管理費

式

摘要

　

505-208c020-00117-11(0)

事業区分

前回数量

式

　



桔梗が丘橋補修工事

- 4 -
名張市

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

摘要
工事費計

505-208c020-00117-11(0)

事業区分

前回数量


	工事数量総括表

